
〇 公定価格の加算措置

・ 新基準を満たす施設については、公定価格の加算措置を受けられます。

（加算の例）

「３歳児配置改善加算」

「４歳以上児配置改善加算」（※チーム保育推進加算、チーム保育加配加算を受ける施設は除く）

〇 保育士等の確保や職員ローテーションの見直し等、改正後の職員配置基準を満た
すための取組

・ 令和６年４月１日から職員配置基準が変わっていることをご認識頂いたうえで、保育士等の確

保や職員ローテーションの見直し等、新基準を満たすための取組を実施いただくようお願いしま

す。

２．④ 各施設の今後の対応について
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今後各施設で必要となる対応について

新基準を満たす施設について
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〇 福岡県保育人材総合支援サイト
「ほいく福岡」

・ 保育士・保育所支援センターに求職登録を

行っていただいている有資格者に加えて、市
町村と連携した潜在保育士の掘り起しにより、
就職を希望する潜在保育士と各保育施設と
のマッチングを行っています。各施設の求人
情報の登録等御活用いただけます。

※ その他 県としても、保育士養成校との連携や、県内地区
ごとでの保育士の人材確保に対する取組の支援、市町村
における保育士確保の取組促進等、働きかけを実施して
いきます。
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職員確保に活用できる事業等

福岡県保育所等運営管理研修会資料（抜粋）


